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掛金の振込依頼書及び掛金納付対象職員届（共済契約

者控え）のダウンロード手続きとは 

 

手続きの目的 

「掛金の振込依頼書及び掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロード手続き」とは掛金納付対象職

員届を提出いただいた後、掛金の振込依頼書をダウンロードし、当年度の掛金を５月末日までに納付いただくととも

に共済契約者控えをダウンロードして保存する際に行う手続きです。 

 

手続きの内容 

掛金の振込依頼書及び掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロード 

 

手続きの実施者 

共済契約者 

 

手続きのタイミング 

掛金納付対象職員届の提出が完了し、機構から「掛金の振込依頼書のダウンロード及び掛金納付対象職員届

（共済契約者控え）のダウンロード」手続きにかかる案内メールが届いたとき 
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 掛金の振込依頼書、掛金納付対象職員届（共済契約

者控え）のダウンロード画面を表示する 

「振込依頼書」と「掛金納付対象職員届（共済契約者控え）」をダウンロードする画面を表示する手順を説明します。 

 

 掛金納付対象職員届（共済契約者控え）、振込依頼書のダウンロード画面を

表示する 

「掛金納付対象職員届」の提出後、掛金の振込依頼書、掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロー

ドが出来るようになります。 

 

以下のいずれかから、退職手当共済システムへログインし「振込依頼書、掛金納付対象職員届共済契約者控えダウ

ンロード」画面を表示します。 

 

➢ 案内メールの URL リンクをクリックする場合 

５ページの「（Ａ）メールの URL から表示する場合」の手順にて登録します。 

 

➢ ホーム画面の「手続きへ」ボタンをクリックする場合 

５ページの「（Ｂ）退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合」の手順にて登録します。 
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(A)  メールの URL から表示する場合 

「【ＷＡＭ退職共済】｛年度｝年度掛金の振込依頼書と掛金納付対象職員届控えのダウンロードについて」という

件名のメールに記載された URL をクリックします。クリック後、退職手当共済システムへログインします。 

 

(B)  退職手当共済システム ホーム画面から表示する場合 

福祉医療機構（WAM）の退職手当共済システムにログインし、ホーム画面の「｛年度｝年度掛金の振込依頼書

と掛金納付対象職員届控えのダウンロードについて」の右側にある「手続きへ」ボタンをクリックします。 

⚫ 退職手当共済システムへのログインはこちら  https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001 

https://www.wam.go.jp/taite/SCRC010001
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 掛金の振込依頼書、掛金納付対象職員届（共済契約

者控え）をダウンロードし、手続きを完了する 

「振込依頼書」と「掛金納付対象職員届（共済契約者控え）」をダウンロードする手順を説明します。 

 

 掛金の振込依頼書、掛金納付対象職員届（共済契約者控え）をダウンロードす

る 

振込依頼書、掛金納付対象職員届（共済契約者控え）をダウンロードします。 

 

➢ 振込依頼書をダウンロードする場合 

「（Ａ）振込依頼書のダウンロード」の手順にてご説明します。 

  

➢ 掛金納付対象職員届（共済契約者控え）をダウンロードする場合 

７ページの「（Ｂ）掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロード」の手順にてご説明します。 

 

 

(A)  振込依頼書のダウンロード 

「掛金納付対象職員届提出控え、振込依頼書ダウンロード」画面にて、「振込依頼書ダウンロード」ボタンをクリックし

ます。 
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(B)  掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロード 

「掛金納付対象職員届提出控え、振込依頼書ダウンロード」画面にて、「掛金納付対象職員届控えダウンロード」

ボタンをクリックします。 

 

 

 掛金納付対象職員届を再提出した場合の振込依頼書ダウンロードの必要性について 
 

掛金納付対象職員届を再提出（修正）した場合、掛金の納付状況によって振込依頼書に出力さ

れる情報が異なります。 

➢ 未納の場合 

振込依頼書内の金額が、再提出（修正）後の掛金額に上書きされて出力されます 

➢ 納付済みの場合 

振込依頼書内の金額が、差額分に上書きされて出力されます 

 

 ここに注意！  

掛金納付対象職員届を再提出（修正）するにあたり、掛金の追加納付が必要になる場合には、

改めて振込依頼書をダウンロードしたうえで追加分の掛金額を納付する必要があります。 
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 手続きを完了する 

「手続き完了」ボタンをクリックして手続きを完了します。 

 

 

 ここに注意！  

掛金の振込依頼書と掛金納付対象職員届（共済契約者控え）の両方のダウンロードが完了するまで、

「手続き完了」ボタンをクリックすることはできません。 
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 指定の口座に掛金を振込む 

ダウンロードした振込依頼書を基に、指定の口座に掛金を振り込む手順を説明します。 

 

 掛金を振込む 

(1) ダウンロードした振込依頼書の情報を基に、任意の銀行窓口あるいはインターネットバンキングから掛金を振込
みます。 

  銀行窓口から振り込み            インターネットバンキングから振込  

 

 掛金を納付する際の注意点 
 

掛金の振込期限は５月末日です。  

５月末日の納付期限を過ぎて掛金を納付された場合、原則として割増金が発生します。割増金が

発生した場合、機構から別途、割増金請求の案内が届きますので、案内に沿って割増金の納付を

お願いいたします。 

また、振込依頼書に依らず、インターネットバンキング等を利用して掛金（割増金）を振込む場合、

以下の例示のように振込依頼名の前に６桁の共済契約者番号を入力し、続けて共済契約者名を

入力してください。 

例示：139999 ●●ﾌｸｼｶｲ 
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 納付した掛金が過納となった場合 
 

納付した掛金が過納となった場合、機構から別途、過納金を返還請求いただくための案内が届きま

すので、案内に沿って過納金の返還請求手続きを実施してください。 

なお、ご指定いただいた振込口座へ掛金の返還が完了した場合は、メールでその旨、お知らせいた

します。機構から振り込まれた過納分の返還額と併せて、内容の確認をお願いいたします。 

 

 

 ここに注意！  

➢ ７月末日を過ぎても掛金の納付が確認出来ない場合について 

退職手当共済契約の強制解除となります。 

解除となった場合は、これまで納付いただいた掛金の返還、及び解除日において在籍されている職員の

方への退職手当金の支給は一切できませんので、ご留意ください。 
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 掛金入金のお知らせメールを確認する 

(1) 機構にて掛金の入金が確認できた場合、「【ＷＡＭ退職共済】掛金のお振込みありがとうございま
す」という件名のメールが送付される 

 

 掛金の入金額に不足がある場合 
 

振込みいただいた掛金に過不足がある場合、別途機構から連絡いたします。 

 

 

 

以上で掛金の振込依頼書及び掛金納付対象職員届（共済契約者控え）のダウンロード手続きは完了です。 


